
文教・警察常任委員会 
 
◎ 開催日時  平成28年３月９日（水） 14時18分～16時23分 

                                           
◎ 開催場所  第五委員会室 
 
◎ 説 明 員  教育長および関係職員 
 
◎ 議事の概要 

 

【教育委員会所管分】 

１ 付託案件 

（１）議第 63 号 平成 27 年度滋賀県一般会計補正予算（第４号）のうち、教育委員会所管部

分について 

   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。  

委員からは、夜間学級の設置について、いつまでも研究や調査をしていても、県として 

のスタンスが見えてこないので、早期に方針を定めて、市町の取り組みをサポートできる

よう、スピード感を持ってしっかり取り組んでいただきたい、などの意見が出された。 

 

（２）議第24号 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する 

条例案 

   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。  

 

（３）議第49号 滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例の一部を改正する条 

例案 

   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。  

 

（４）議第50号  滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例案 

   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（５）議第51号  滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。  

 

（６）議第 54 号  契約の締結につき議決を求めることについて（長浜北星高校実習棟新築そ

の他工事） 

   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（７）議第 55 号  契約の締結につき議決を求めることについて（びわ湖フローティングスク

ール新船建造工事） 

   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

 



２ 所管事項調査 

（１） 「滋賀のめざす特別支援教育ビジョン（実施プラン）」（案）について 

 

（２）「滋賀の生涯学習社会づくりに関する基本的な考え方」（案）について 

 

（３）県立社会体育施設の今後の方向性について 

委員からは、新体育館の整備の計画地については、近隣の施設も含めた交通アクセス面 

も課題になってくると思うので、しっかりと分析をしてつくり込む必要があるのではない

か、などの意見が出された。 

 

３ 一般所管事項調査 

 

４ 委員長報告 

   委員長に一任された。 

 

 

  
 

 委員会で配付された資料  

１ 平成27年度２月補正予算 主要事業調書（国補正関連） 

２ 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案要綱 

３ 滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例の一部を改正する条例案要綱 

４ 滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例案要綱 

５ 滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

６ 長浜北星高校実習棟新築その他工事の契約の締結について 

７ びわ湖フローティングスクール新船建造工事の契約の締結について 

８ （参考）学習船「うみのこ」新船建造に向けた附帯決議への対応等について 

９ 滋賀のめざす特別支援教育ビジョン（実施プラン）（案） 

10 「滋賀のめざす特別支援教育ビジョン（実施プラン）」案 概要版 

11 市町ならびに各校園長会等への意見照会のまとめ 

12 「滋賀の生涯学習社会づくりに関する基本的な考え方」（案）について 

13 「（仮称）滋賀の生涯学習社会づくりに関する基本的な考え方」の原案に対して提出さ 

れた意見・情報とそれらに対する滋賀県の考え方について 

14 「滋賀の生涯学習社会づくりに関する基本的な考え方」（案） 



15 県立社会体育施設の今後の方向性について 

16  びわこ文化公園都市基本計画図 

 


